
たて・なおし 補助金 

 

【日野町移住・定住促進住宅整備費補助金制度概要】 

 

◆対 象 者 

（いずれかに該当） 

 

○３年以上町外に居住しており、町内に転入予定又は転入後３年未満の者 

○若年世帯※１にあたる者 

○日野町空き家情報に登録した空き家所有者で移住者または若年世帯を受け

入れるために改修を行う者。 

ただし、次項目の条件を満たすことを条件とする。 

 

 

◆条  件 

 

【補助対象者：入居者本人の場合】 

○本補助金交付後に５年以上、本補助金適用住宅に居住すること。 

【補助対住宅：日野町空き家バンクに登録された空き家の場合】 

○本補助金交付後５年間は、本補助金適用住宅を日野町空き家情報に登録し、

移住者または若年世帯に貸し出すこと（売却不可）。 

 

 

◆募集期間 

 

 

随時募集していますが、予算に限りがありますので早めにご相談ください。 

 

◆対象事業 

 

○３０年８月１日以降に実施する住宅の新築、購入、改修 

○居住するために整備する住宅の新築、購入又は改修（対象となる住宅は申請

者本人が居住するために整備する住宅） 

○空き家所有者が移住者または若年世帯を受け入れるために行う空き家の改

修 

≪対象とならない費用≫ 

 ・土地の購入費用 

 ・宅地の造成費用 

 ・住宅の解体費用（改修する場合の部分的な解体を除く） 

 ・居住する住宅以外の建築、購入または改修に要する費用 

 ・登記その他事務手続きに要する費用 

 ・新築・購入費が５０万円以下、改修費が３０万円以下の軽微な事業 

 ・上下水道の加入負担金 

 ・機械設備等の性能向上及び更新のみを目的とした事業 

 ・申請した年度内に実績報告書の提出が見込めない場合 

 ・本補助金の交付決定以前に着手した事業 

 ・改修の場合、町内に営業所を有しない業者が施工したもの 

 ・その他町長が対象外であると判断したもの 

平成３０年８月

改正 



 

◆補助率等 

 

≪補助対象者が若年世帯の場合≫  

  補助率 １／２（１，０００円未満切捨） 

  補助上限額 １５０万円 

≪上記以外≫            

  補助率 １／２（１，０００円未満切捨） 

  補助上限額 １００万円 

 

 

◆事業実施 

の流れ 

 

○交付申請書の提出 

○申請書の審査、交付決定 

○事業実施 

○実績報告書の提出 

○実績報告書、現地確認後補助金交付確定、補助金の支払い 

 

 

◆注意事項 

 

○予算がなくなり次第受付を終了します 

○補助対象要件を欠くことになった場合、補助金を返還していただきます 

 

 

◆提 出 先 

 

日野町役場企画政策課 TEL ０８５９‐７２‐０３３２ 

 

 

 ※１ 若年世帯とは、中学生以下の子どもを扶養する世帯、 

    またはいずれか一方の年齢が４０歳未満夫婦の世帯をいう。 

 


